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自己株式の取得に関する定款の一部変更のお知らせ 
 
 

当社は、2025年５月23日開催の取締役会において、会社法第165条第２項に基づき、取締役会
の決議をもって自己の株式を取得することを可能とするため、2025年６月27日開催予定の第118
期定時株主総会に下記のとおり、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたの
で、お知らせいたします。 
 
 

記 
 
 
１. 変更の理由 
 会社法第165条第２項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の株式の取得が認
められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、当社定款第７条に自己の株式の取得の規
定を新設するものであります。 
 
２．変更内容 
 変更内容は以下のとおりであります。 
                           （下線部分は変更部分を示します） 

改正前 改正後 

 
（新設） 

 
 
 

（自己の株式の取得） 
第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定によ 
    り、取締役会の決議によって自己の株式を 
       取得することができる。 
（第７条新設のため、以降は１条ずつ繰り下げる。） 

  
３．変更の日程 

（１）定款変更のための株主総会開催日 2025年６月27日 
（２）定款変更の効力発生日      2025年６月27日 
 
（注）なお、上記の定款の一部変更につきましては、2025年６月27日開催の当社第118期定時 
   株主総会にて承認可決されることを条件といたします。 

  
 
 
 
 

以 上 


